
令和４ 年度宇部市国民健康保険運営協議会　 委員からの質問・ 意見への回答

番号 質問・ 意見の内容 対応・ 回答

1

被保険者数の減少に伴っての保険料の減少傾向と なっていると のこ
と 、 気になり まし た。 また、 県の支出金も増えていると のこと など
も知り ませんでし た。 多く の方々が知ると いう こ と も大切だと 思い
まし た。

・ 団塊の世代が後期高齢者医療に移行すること で、 今後し ばら く は
被保険者数の減少は続く と 予測さ れます。 県支出金については、 保
険給付費が増加し ているため、 それに合わせて増加し たものです。
　 今後、 被保険者世帯に国民健康保険制度におけるパンフレッ ト を
配布するなど、 国民健康保険制度の周知に努めていきたいと 考えて
います。

2

・ 歳出の保険給付費が昨年より も 7億6, 101万円の増額と なっていま
すが、 その理由は？
　 コロナ感染対策と 関係があるか？
・ 基金残高は横ばいのよう だが、 適正な基金額はどのく らいと 考え
ているか？
　 また、 その理由について教えてほし い。

・ 令和2年度1人当たり 保険給付費は、 新型コロナウイルス感染症の
受診控えの影響により 424, 923円であったのが、 令和3年度1人当た
り 保険給付費はその反動により 457, 191円と 大幅に増加し まし た
（ 伸び率7. 6％） 。 このこと を考慮し 、 令和4年度保険給付費予算額
は増額さ せています。
※1人当たり 保険給付費当初予算
　 (令和3年度: 437, 160円、 令和4年度: 476, 585円）

・ 基金の適正金額は国からは示さ れていませんが、 保険給付費の増
加による保険料の負担軽減等の備えと し て、 一定額は必要であると
考えています。

3

人口に伴い被保険者の減少は当然なこと ですが、 収納率をあげるよ
い方法があると いいですね。
未収の方は結果どう なるのですか。

・ 令和4年度から、 収納率向上に向けた新たな取組と し て、 市直営
によるコールセンタ ーを活用し た電話勧奨や滞納者に対する訪問指
導を実施し ています。
　 今後、 引き続き収納率の向上に向けて、 粘り 強く 取り 組んでいき
ます。
・ 保険料の未収金については、 滞納者が支払う こと が出来ない理由
がある場合は不能欠損処分にし ます。 納付資力があり ながら、 正当
な理由もなく 、 納付に応じ ない滞納者に対し ては差押え等の滞納処
分を実施すること もあり ます。
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4

市内の各校区で特定保健指導を実施し て下さ れば、 民生委員の方々
の協力を得ての声かけなどで、 参加者の方々も気軽に参加さ れると
思いますが。

特定保健指導の対象者は受診月ごと に抽出さ れ、 受診月や地区に
よっては少数の場合もあり ます。 現在は、 本市が委託し た事業者に
より 、 はがきと 電話での勧奨を行っており 、 保健指導対象者の希望
にそった形で実施し ています。 特定保健指導対象者への声掛けは、
民生委員の現在の業務内容に含まれないため、 違う 形での勧奨方法
を検討し ていきたいと 考えています。

5

・ 受診率を上げる為には、 ポスタ ーを様々なと ころに掲示し 、 毎年
ポスタ ーの内容を変える。 案内状も沢山読まなく てすむ１ 枚物のパ
ンフレッ ト を入れる。 各地域の健康教室でも必要性の説明を行う 。
・ 積極的支援については、 保健指導者が健診をし た病院・ 医院に出
向き、 待合時間等を利用し て指導を行う 。
・ ある市の糖尿病透析予防の指導の時、 医師からかなり 勧められて
受けること を決めたと 言われ、 医師の力だと 思った。

・ ポスタ ーの掲示やチラシの配布は、 各市民センタ ー及びふれあい
センタ ー、 実施医療機関（ 85医療機関） 等で実施し ていますが、 市
民の目に止まり やすい場所を検討し ながら掲示場所を増やし たり 、
案内状等も対象者にわかり やすい内容に変更する等、 毎年検討を重
ねていきたいと 考えています。
・ 特定保健指導の積極的支援は、 現在宇部市の委託事業者が保健セ
ンタ ーや訪問等で実施し ています。 今後も利用率の向上のための
様々な方策を検討し ていきたいと 考えています。
・ 糖尿病性腎症重症化予防プログラムの参加勧奨において、 宇部市
医師会のご協力をいただきながら進めていきたいと 考えています。

6

特定保健指導（ 積極的支援） の実施率が低いと のこと ですが、 面接
は必須なのでし ょ う か。 電話だけでなく 、 SNSなどの利用であれ
ば、 仕事後に確認すること も可能なのかと 思います。 高齢の方で
は、 SNS利用は難し いかもし れませんが・ ・ ・ 対象と なる方の年齢
層はどんな状況でし ょ う か。

特定保健指導（ 積極的支援） の対象者の要件は、 ①65歳以下である
②血圧・ 血糖・ 脂質のリ スクの数②喫煙歴から総合的に判断さ れま
す。 初回面接は動機づけ支援と 同様面接が必要です。 非接触のI CT
を使用し た面接も可能ですが、 本市は直接面接により 、 生活習慣を
詳細に聞きと ったう え、 必要な資料の提供を行っています。 今年度
は特定保健指導の未利用の理由を分析し ていきますので、 その結
果、 I CTを使用し た面接で効果が見込めるのであれば導入も検討し
ていきたいと 考えています。
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7

・ メ タ ボ該当者が多く 、 「 1日1時間以上の歩行等の運動なし 」 が多
いこと から、 両者はリ ンクしていると思われる。 コロナ感染対策で
外出控えがあったことも影響さ れたこと も考えられる。 家でもでき
る簡単体操などを啓蒙し てはどう か？
・ 「 どう し たら特定保健指導を利用してもらえるか？」 について…
実施率は女性より 男性のほう が高いとのこと だが、 どちらも実施率
は高いとは言えない。 利用率アッ プのための方策とし て、 ①お医者
さ んから勧めてもらう 、 ②サロンでの啓蒙、 ③特定保健指導を受け
ると健幸ポイント 、 その他の得点を付与したらどう か？

・ 令和2年度に保険年金課で「 手軽にできる健康づく り 」 の動画を作
成し 、 宇部市ウェ ブサイト やチラシから閲覧できるよう にし ていま
す。 チラシは二次元バーコード の読み込みで動画が閲覧できます
が、 不慣れな方への啓発方法の検討をしていかなければならないと
考えています。
・ ①健診実施医療機関の医師からは、 特定保健指導対象者にチラシ
を渡してもらう よう に依頼し ています。 ②特定健診の啓発は各サロ
ンで実施していますが、 特定保健指導の啓発も合わせて実施してい
きたいと 考えています。 ③現在、 特定健康診査の受診に対し ては、
はつらつ健幸ポイント の付与を行っています。 特定保健指導利用者
へのはつらつ健幸ポイント の付与については、 他医療保険の被保険
者と 公平にできる仕組みを検討し た上で検討し たいと考えていま
す。

8

特定保健指導の業務委託について、 実施機関の評価率（ 180Pの達成
率等） に応じて契約単価を上乗せする等、 インセンティ ブの導入を
検討し てみてはどう でし ょ う か。

特定保健指導は、 被保険者の生活習慣病予防を目的とし たものです
ので、 被保険者へのインセンティ ブ付与が適当と考えています。 た
だ、 他医療保険の被保険者と 公平にできる仕組みを検討した上で導
入をしたいと 考えています。

9

・ 特定保健指導（ 積極的支援） 実施率上昇対策について
　 「 忙しい」 「 時間がない」 →「 受けるのが面倒、 興味がない（ 必
要性を理解していない） 」 「 受けたいけど本当に時間がない」 など
利用し ない理由はさ まざまと思いますので個別的な対応が必要と思
われます。
　 興味がない人に対しては、 実施者と対象者の関係強化（ 断り にく
い関係づく り ） の工夫、 配偶者など家族を巻き込んだ対応、 時間が
ない人に対しては、 たと えばI CT等を活用し た非対面の指導などが考
えられます。
　 なかなか難し い問題で、 良い対策が浮かばず申し訳あり ません。

10

健診をせっかく 受けて指導してもらえるのはあり がたいと 思う の
に・ ・ ・
「 忙し い」 とか「 時間がない」 とかは口実で、 それほど多忙な被保
険者ばかり ではないと思います。 その方の時間に合わせるよう に説
明すれば、 自分の命と少しの時間を把握してく れる人もあるのでは
ないでし ょ う か。 高齢者は案内とか見ない人も多いので、 電話をす
るとか、 地区をまと めて訪問すると かいかがですか。

対象者には、 案内通知を送り 、 申し込みがない場合には電話で勧奨
をし ています。 その際、 特定保健指導の必要性等説明をしていま
す。
今年度は、 特定保健指導の未利用の理由を分析し 、 対策を検討し て
いく 予定です。 第一段階とし て、 日時指定の来所型で特定保健指導
を実施し ています。 「 忙しい」 「 時間がない」 「 遠い」 を理由にし
ている対象者には、 なるべく 時間を合わせたり 、 訪問をしたり と 個
別に対応し 、 利用につなげるよう にし 、 I CT等を活用した方法につい
ては、 今後視野に入れていきたいと考えています。
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11

シニアすこやかプログラム内容について、 骨年齢等の検査を入れる
と参加者も増えると思う 。

骨密度測定や血管年齢測定もこのプログラムに導入できるよう 進め
てまいり ます。

12

・ 糖尿病未治療者受診勧奨事業について、 期待したい。 一旦、 糖尿
病になると改善が難し い。 予防が大切だとは思う が、 まずは受診か
ら勧めて、 糖尿病の悪化を防いでほし い。
・ シニアすこやかプログラムは、 高齢者の居場所づく り にもなって
いる。 身体だけでなく 心の健康という 意味でこれからも進めていっ
てほしいプログラムである。

・ 糖尿病未治療者受診勧奨事業では、 健診後約2か月で市にデータ
が届き、 対象者に電話をかけ、 状況確認・ 受診勧奨を実施していま
す。 連絡がつかない人には、 後日はがきを送り 再度電話をかけて直
接勧奨するよう にし ています。
・ ご指摘の通り 、 シニアすこやかプログラムは高齢者の居場所づく
り もかねており ます。 コロナ禍ではあり ますが、 このプログラムを
きっかけに集まり を始めた場所は3か所（ R4. 9現在） あり ます。 今
後も、 居場所がない地区を中心にこのプログラムの展開を検討し て
いきたいと 考えています。

13

患者が複数の医療機関を受診し 、 多剤服用となっている場合、 各医
療機関同士の連携や薬局との連携はどのよう になっていますか。

重複受診者へは、 宇部市医師会の医師で構成さ れる宇部市重複・ 頻
回受診対象者選定協議会での助言を受けて、 保健師が訪問指導を実
施し ています。
なお、 マイナンバーカード の保険証利用の活用により 、 患者の同意
のもと医師などがマイナポータル（ 国が運営するオンラインサービ
ス） で薬剤情報の確認ができるため、 各医療機関においても服薬管
理が可能です。

14

企業に出向きマイナンバーカード の申請手続き等をされたと 聞いた
が、 大変良いと思った。 各自治会館等で行う と 、 取得者も増える
し 、 既に取得している自治会の方も手助けができると思う 。

15

マイナンバーの普及に伴う 被保険者証と しての利用増加により 、 保
険者事務の軽減やポリ ファーマシーの低下が見込まれます。 国の対
策を上回る一層の普及促進に期待しています。

16

マイナンバーカード がなければ病院に行けないと （ 脅し ではないけ
ど） なると 、 マイナンバーカード を持つしかないですね。
保険証＝マイナンバーカード と いう 点をもっと 強調して広報する必
要があるよう に思います。

資料３

シニアすこ
やかプログ
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て

マイナン
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ついて

　 本市では、 マイナンバーカード の普及促進に向けた取り 組みと し
て、 企業や自治会等への出張申請サポート や、 カード 取得後のマイ
ナポイント の申請について本庁舎１ 階に特設コーナーを設置し 、 マ
イナポイント の申請等の支援も実施し ています。
　 マイナンバーカード の普及に併せて、 今後も健康保険証とし ての
利用の周知も進めてまいり ます。
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